
桜美林大学 科目等履修・聴講 

1 

 

＜2025年度 健康福祉学群保育学専攻科目の科目等履修を希望する方へ＞ 

 

※カリキュラム改組により、2023年度から保育専修は保育学専攻へと名称を変更いたしました。 

 

保育学専攻科目には下記の通り科目等履修にあたっての条件があります。 

◆ 保育学専攻科目を履修できるのは、保育士資格または幼稚園教諭 1 種免許状の取得を目的とする本

学健康福祉学群保育専修卒業生に限ります。 

◆ 幼稚園教職課程の科目を履修できるのは、幼稚園教諭 1種免許状取得を目的とする本学 2008年度以

降入学の健康福祉学群保育専修卒業生に限ります。 

◆ 上記に関わらず、履修ガイドの科目一覧において「他学群生の履修」が「〇」と記載されている科目

については、本学の保育専修卒業生以外で、かつ保育士資格または幼稚園教諭 1 種免許状の取得を

目的としていない方についても、科目等履修が認められます。 

 

【出願】 

出願を希望する者は、成績証明書等で保育士指定科目または幼稚園教職課程科目の不足単位数およ

び不足科目を各自『2025年度入学者用履修ガイド』にて確認してください。なお、2018年に保育士

資格および幼稚園教諭免許に関する法改正が行われ、それに伴い、2019年度以降入学者を対象とし

て本学が開講する保育士指定科目および幼稚園教職課程科目の名称等が大幅に変更になっています。

2018 年度以前生が 2019 年度以降に科目等履修によって保育士資格または幼稚園教諭免許を取得し

ようとする場合は、新法令に則って必要な科目を修得する必要がありますので、十分に注意してくだ

さい。詳細は『2025年度入学者用履修ガイド』にて確認するとともに、出願前に、必ず以下の部署

にて履修相談を受けてください。 

⚫ 履修相談窓口 

➢ 幼稚園教職課程科目・保育士指定科目について 

 資格・教職担当事務室（明々館２階）、および保育学専攻教務担当教員  

なお、人数制限をしている抽選科目は、人数を超過した場合、履修をお断りさせていただくことが

ありますので、ご了承ください。 

 

【履修方法】 

2025年度入学者用履修ガイドにて保育士指定科目または幼稚園教職課程科目を確認し履修してくだ

さい。時間割については「2025年度科目等履修生・聴講生時間割表 資格・教職科目」で確認して

ください。 
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【幼稚園教育実習について】 

  在学中に幼稚園教職課程登録をしていなかった方については、幼稚園教職課程登録費を納入してい

ただきます。また、損害賠償責任保険加入料及び実習にあたって必要な健康診断や予防接種等の費用

は自己負担となります。 

 

【その他】 

保育士登録、および幼稚園教諭１種免許状の申請は原則として個人申請となります。 

ご不明な点は必ず事前に下記担当部署までご相談ください。 

⚫ 担当部署 

➢ 保育学専攻科目の履修全般に関すること 

 教務課事務室（明々館 2階） 

➢ 幼稚園教職課程および保育士資格に関すること 

 資格・教職担当事務室（明々館 2階） 

※履修相談は、必ず対面または Zoomにて受けてください。電話・メールによる履修相談には応

じられません。 

 


